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浜松湖西豊橋道路 計画段階配慮書 

に関する市長意見（案） 

 

Ⅰ 全般事項 

１ 道路の配置等 

今後の事業計画の検討に当たっては、計画段階配慮事項に係る重大な環境影響の

程度を整理し、出来るだけ環境影響の少ない設計・計画とすること。 

 

２ 最新の知見の導入 

今後の事業計画の検討に当たっては、環境保全に関する最新の知見を踏まえ、環

境影響の回避、低減に努めること。 

 

３ 地域住民等に対する情報提供 

現地調査の実施に当たっては、地域住民、土地所有者及び関係団体等に対して、

積極的な情報提供や丁寧な説明を行うこと。 

 

 ４ 事業計画の見直し 

個別事項について、環境影響を回避又は十分に低減できない場合には、道路の配

置等の再検討を含む事業計画の見直しを行うこと。 

 

Ⅱ 個別事項 

 １ 大気質、騒音・振動 

 ルート帯の中には複数の住居が存在することから、本事業の実施により、大気汚

染物質や騒音・振動等による生活環境への影響が懸念される。このため、住居等へ

の影響に配慮した設計に努めること。 

 

２ 水質 

ルート帯は複数の河川を横断することから、工事の実施に伴い発生する濁水や、

道路排水等により、河川の水質への影響が生じないよう、具体的な事業計画の検討

に当たっては河川の状況を調査し、水質の保全に配慮すること。 

     

 

 ３ 動物、植物、生態系 

動物、植物及び生態系について、道路の存在により影響を与える可能性があるこ
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とから、最新の知見・事例等の収集を適切に行うとともに、専門家等の助言を受け

て適切に調査・予測・評価を行い、影響を回避・低減するよう配慮すること。 

 

 ４ 景観 

    事業実施想定区域の三ヶ日地区は、浜松市景観形成基本計画において、地域にお

ける恵まれた自然景観の保全として、三ヶ日のみかん山や里山等の身近な自然環境

や緑地景観を保全するとしていることから、事業の検討に当たっては、景観資源と

の調和に配慮すること。 

 

 ５ 廃棄物等 

    工事の実施に伴い、廃棄物や建設発生土が発生することから、その発生を抑制す

るとともに、適正に処理すること。 

 

 ６ 文化財等 

 （１）ルート帯の中には、浜松市指定天然記念物「玉洞寺のサザンカ」や史跡「西山古

墳」、国指定天然記念物「カモシカ」の生息域を含むことから、これらの文化財等へ

事業が与える影響を回避・低減するよう配慮すること。 

 （２）配慮書では、埋蔵文化財包蔵地が図示されていないほか、文化財の史跡・建造物

で記載されていないものが存在するため、改めて調査を行い、その結果を方法書に

記載すること。 

     

 


